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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成27年1月22日(2015.1.22)

【公開番号】特開2014-138620(P2014-138620A)
【公開日】平成26年7月31日(2014.7.31)
【年通号数】公開・登録公報2014-041
【出願番号】特願2014-93851(P2014-93851)
【国際特許分類】
   Ａ２３Ｌ   1/30     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/12     (2006.01)
   Ａ２３Ｋ   1/16     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/09     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ２３Ｌ   1/30    　　　Ｂ
   Ｃ１２Ｎ   1/12    ＺＮＡＣ
   Ａ２３Ｋ   1/16    ３０１Ｈ
   Ａ２３Ｋ   1/16    ３０４Ｃ
   Ｃ１２Ｎ  15/00    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月28日(2014.11.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）少なくとも０．５％ｗ／ｗの微細藻類粉を含んでなる食品成分組成物であって、
該微細藻類粉は、乾燥重量で少なくとも１６％のトリグリセリド油を含んでなる粉末形態
の細胞を含有する、乾燥微細藻類バイオマスを含んでなり、該バイオマスは、２００ｐｐ
ｍ未満のクロロフィル含量を有し、そして従属栄養的に光の非存在下での糖類上で成長し
たクロレラ・プロトセコイデス（Ｃｈｌｏｒｅｌｌａ　ｐｒｏｔｏｔｈｅｃｏｉｄｅｓ）
に由来し、低温殺菌されている、食品成分組成物、および
　（ｉｉ）食用液体
を含んでなる、食品。
【請求項２】
　前記細胞が分解されている、請求項１に記載の食品。
【請求項３】
　（ｉ）少なくとも０．５％ｗ／ｗの微細藻類粉を含んでなる食品成分組成物であって、
該微細藻類粉は、乾燥重量で少なくとも１６％のトリグリセリド油を含んでなる粉末形態
の主にまたは完全に分解した細胞を含有する、乾燥微細藻類バイオマスを含んでなり、該
バイオマスは、２００ｐｐｍ未満のクロロフィル含量を有し、そして従属栄養的に光の非
存在下での糖類上で成長した、配列番号２７と７５％以上の配列同一性を有する２３Ｓ　
ｒＲＮＡを有する微細藻類に由来し、低温殺菌されている、食品成分組成物、および
　（ｉｉ）食用液体
を含んでなる、食品。
【請求項４】
　前記バイオマスが１００ｐｐｍ未満のクロロフィル含量を有する、請求項１～３のいず
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れか１項に記載の食品。
【請求項５】
　細胞分解が、７０％を超える細胞破壊をもたらす、請求項２または３に記載の食品。
【請求項６】
　細胞分解が、８０％を超える細胞破壊をもたらす、請求項５に記載の食品。
【請求項７】
　細胞分解が、９０％を超える細胞破壊をもたらす、請求項５に記載の食品。
【請求項８】
　細胞分解が、約１００％の細胞破壊をもたらす、請求項５に記載の食品。
【請求項９】
　前記トリグリセリド油の５重量％未満がドコサヘキサン酸（ＤＨＡ）（２２：６）であ
る、請求項１～８のいずれか１項に記載の食品。
【請求項１０】
　前記トリグリセリド油の少なくとも５０重量％が１８：１脂質であってグリセロ脂質形
態で含有される、請求項９に記載の食品。
【請求項１１】
　前記トリグリセリド油の
　ａ．２％未満が１４：０；
　ｂ．１３～１６％が１６：０；
　ｃ．１～４％が１８：０；
　ｄ．６４～７０％が１８：１；
　ｅ．１０～１６％が１８：２；
　ｆ．０．５～２．５％が１８：３；
　ｇ．２％未満が炭素鎖長２０以上の油
である、請求項１０に記載の食品。
【請求項１２】
　前記粉が、それが由来する株と比較して色素産生性が低下している色彩突然変異体であ
る藻類に由来する、請求項１～１１のいずれか１項に記載の食品。
【請求項１３】
　前記粉が緑色または黄色の色素沈着を欠いている、請求項１２に記載の食品。
【請求項１４】
　前記粉が、超微粉砕されているか、または１００μｍ未満の平均粒度を有する、請求項
１～１３のいずれか１項に記載の食品。
【請求項１５】
　前記粉が２０～７０μｇ／ｇのルテインをはじめとする、２０～１１５μｇ／ｇの総カ
ロチノイドを有する、請求項１～１４のいずれか１項に記載の食品。
【請求項１６】
　前記食品成分組成物が乾燥卵製品を含み、前記乾燥卵製品は、乾燥全卵、乾燥卵白、ま
たは乾燥卵黄を含む、請求項１～１５のいずれか１項に記載の食品。
【請求項１７】
　前記食品成分組成物が、粉末卵製品、スクランブルエッグ製品、パンケーキミックスま
たはワッフルミックスである、請求項１６に記載の食品。
【請求項１８】
　ベイクド製品、パン、穀物、クラッカーまたはパスタである、請求項１～１５のいずれ
か１項に記載の食品。
【請求項１９】
　前記食品が飲料であり、前記食用液体は豆乳、ライスミルクまたはアーモンドミルクで
ある、請求項１～１５のいずれか１項に記載の食品。
【請求項２０】
　前記飲料がヨーグルトである、請求項１～１５のいずれか１項に記載の食品。
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【請求項２１】
　前記食品が菜食主義者用肉代用品である、請求項１～１５のいずれか１項に記載の食品
。
【請求項２２】
　前記食品が無グルテンベイクド製品である、請求項１～１５のいずれか１項に記載の食
品。
【請求項２３】
　抗酸化剤をさらに含んでなる、請求項１～２２のいずれか１項に記載の食品。
【請求項２４】
　（ｉ）（ａ）乾燥重量で少なくとも１０％のトリグリセリド油を含んでなる主に無処置
の細胞を含んでなる少なくとも０．５％ｗ／ｗの微細藻類バイオマスであって、該バイオ
マスは、少なくとも３０重量％のタンパク質を含んでなり、２００ｐｐｍ未満のクロロフ
ィル含量を有し、そして従属栄養的に光の非存在下での糖類上で成長したクロレラ・プロ
トセコイデス（Ｃｈｌｏｒｅｌｌａ　ｐｒｏｔｏｔｈｅｃｏｉｄｅｓ）に由来し、低温殺
菌されている、微細藻類バイオマス、および
　　（ｂ）少なくとも１つのその他の食用成分
　を含んでなる食品成分組成物、ならびに
　（ｉｉ）食用液体
を含んでなる、食品。
【請求項２５】
　（ｉ）（ａ）乾燥重量で少なくとも１０％のトリグリセリド油を含んでなる主に無処置
の細胞を含んでなる少なくとも０．５％ｗ／ｗの微細藻類バイオマスであって、該バイオ
マスは、２００ｐｐｍ未満のクロロフィル含量を有し、そして従属栄養的に光の非存在下
での糖類上で成長した、配列番号２７に７５％以上の配列同一性を有する２３Ｓ　ｒＲＮ
Ａを有する微細藻類に由来し、低温殺菌されている、微細藻類バイオマス、および
　　（ｂ）少なくとも１つのその他の食用成分
　を含んでなる食品成分組成物、ならびに
　（ｉｉ）食用液体
を含んでなる、食品。
【請求項２６】
　前記バイオマスが少なくとも３０重量％のタンパク質を含んでなる、請求項２５に記載
の食品。
【請求項２７】
　前記バイオマスが１００ｐｐｍ未満のクロロフィル含量を有する、請求項２４～２６の
いずれか１項に記載の食品。
【請求項２８】
　前記食品が飲料である、請求項２４～２７のいずれか１項に記載の食品。
【請求項２９】
　前記食品が肉類似食品または栄養バーである、請求項２４～２７のいずれか１項に記載
の食品。
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